
 

 

 

 

令和８年度 

実測調製器具（固定資産）処分に係る 

一般競争入札実施要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月２６日入札 

北海道農業共済組合 

道央空知センター 



１．入札に付する事項 

  組合所有財産の売却 

  別紙「入札物件調書」に記載の物件を入札に付し、売却します。 

２．入札処分の方法等 

（１）入札処分の対象となる実測調製器具（固定資産）等の種類 

   乾燥機・脱穀機・籾摺機・水分計等。 

（２）入札処分前の実測調製器具等の状態等 

   入札物件については現状有姿での売り渡しとなります。長期間使用していないため、

入札参加者は必要により物件の状況を確認してください。確認日は令和８年６月１８日

（木）午前１０時よりＮＯＳＡＩ北海道道央空知センター（岩見沢市７条東２丁目１３

番地）、同日午後１時３０分より実測センター（岩見沢市北村豊里６７８番地）で実施

しますので、本入札に関する問い合わせ先にご連絡ください。落札者が取得後の物件の

故障等については、組合は一切応じないものとします。また、物件によっては建物に固

定されたり、燃料管等がつながれたままになっていますので、落札者において取り外し

た後に、引き取っていただきます。 

（３）経費について 

   落札後の取り外し経費及び運送料等については、落札者の負担となります。 

３．実施要領の配布 

（１）配布期間 令和８年６月１日（月）から令和８年６月１２日（金）までの午前９時か

ら午後４時まで（正午から午後１時、土日祝日を除く。ただし令和８年６月

１２日（金）は正午まで） 

（２）配布場所 本入札に関する問い合わせ先と同じ、及びＮＯＳＡＩ北海道ホームページ

からのダウンロードも可能です。 

４．入札参加資格 

（１）下記の要件を満たす者 

   ①入札時に北海道農業共済組合の農業保険加入者、基幹組合員及び農業協同組合、農

政事務所等の関係団体を入札資格者とする 

   ②「入札参加申込書」を指定した期日までに提出した者 

（２）次の者は、入札に参加できません 

   ①会社更生法、民事再生法等に基づく更生、再生手続きを行っている者 

   ②ＮＯＳＡＩ北海道「反社会的勢力への対応に関する要領」第２条に規定する、暴力

団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団等 

５．入札参加申込方法及び入札参加者の決定 

（１）申込期間 令和８年６月１日（月）から令和８年６月１２日（金）午後３時まで 

（２）提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は期限内必着。簡易書留としてください。） 

（３）送 付 先 本入札に関する問い合わせ先と同じ 



（４）提出書類 

   入札参加申込書（様式第１号）    １部 

   （入札を希望する物件番号に○をしてください） 

   ※入札参加申込者については、提出書類の情報を基に、ＮＯＳＡＩ北海道「反社会的

勢力への対応に関する要領」第２条に基づき、その者又は法人役員等が暴力団等に該

当するかを必要に応じ警察本部へ照会します。 

（５）入札参加者の決定 

   入札参加申込書等の審査は、本組合代表者が行うものとし、提出された書類の審査に

より、入札参加者を決定し、本入札に参加させることとします。 

   審査結果は、令和８年６月１７日（火）午後５時までに担当者から電話連絡します。 

   ただし、令和８年６月２６日（金）現在、北海道農業共済組合の農業保険加入者、又

は基幹組合員でない場合は参加を取り消します。 

   また、本業務の履行中及び履行後において、提出された書類に虚偽が判明したとき

は、損害賠償を求めることがあります。 

６．質問受付及び回答について 

  入札に手続き等に関する質問がある場合、次のとおり質問を受け付けます。 

  ①受付期間  令和８年６月１日（月）から令和８年６月１９日（金）午後４時までの

都度 

  ②受付・回答 ＦＡＸ又はＥメールにて受付し、質問者にＦＡＸ又はＥメールで回答し

ます。 

７．入札について 

（１）最低売却価格 

   入札公告に提示します。 

（２）入札方法 

   物件番号毎の一般競争入札（最高価格落札方式）となります。また、入札書には消費

税及び地方消費税を含めた総額をもって入札金額とします。 

   なお、入札は立会により行います。必ず指定の「入札書」を入札会場まで持参してく

ださい。その他の方法は受付ません。 

（３）入札参加時には、本人確認のため顔写真付きの身分証明（運転免許証・マイナンバー

カード等）を持参してください。 

  ①入札日時  令和８年６月２６日（金）午前１０時００分 

  ②入札場所  北海道農業共済組合道央空知センター 第３会議室 

         岩見沢市７条東２丁目１３番地 

  ③提出書類  提出書類に使う印鑑は全て実印を押してください。 

         入札書（様式第２号）    １部 

         委任状（様式第３号）    １部 



         ※本人以外が入札する場合のみ 

  ④その他  ２回目の入札を実施する場合があることから、実印をお持ちください。 

（４）入札書類の作成方法 

  ①入札書 

   入札書は封筒に入れてください。封筒には入札書以外のものを入れないでください。 

   また、封筒には物件番号と氏名を必ず記載してください。 

   なお、物件番号毎にご用意願います。 

  ②委任状 

   個人の場合で代理人に入札を委任する場合、又は法人の場合で代表者以外の者が入札

するときに必要となります。 

８．入札辞退について 

  入札参加申し込み後に入札への参加を辞退する場合は、入札前日までに電話にて報告す

るとともに、辞退届（様式第４号）を提出してください。 

（１）提出方法 持参又は郵送（令和８年６月２５日（木）必着） 

（２）送付先  本入札に関する問い合わせ先と同じ 

９．入札に係る注意 

（１）入札の無効 

   参加資格要件を満たさない者が行った入札に該当する入札は無効とします。 

（２）入札書の引き換え等の禁止 

   提出された入札書の引き換え、変更、取り消しは一切できません。 

（３）入札期日の変更 

   天災地変その他やむを得ない理由があるとき、または適正な入札の執行ができないと

認めるときは、入札の延期または中止をすることがあります。 

（４）開札の結果、最も高い金額で入札された方が２以上ある場合、２回目の入札を実施し

ます。 

（５）入札の公平性と競争性を確保するため、入札参加申し込み状況や予定価格に関する問

い合わせには一切お答えしません。 

１０．開札 

（１）開札の方法 

   入札者の立ち会いのもと、入札会場で開札を行ないます。 

（２）落札者の決定 

   入札者のうち、当組合が事前に定めた最低売却価格以上の金額で、有効な入札の中で

最も高い金額で入札された方を落札者とします。なお、２回目の入札で同価格の入札者

が２以上ある場合は、申し込み順によりくじ引きで落札者を決定します。 

（３）開札結果の公表 

   開札結果については、入札会場において公表します。 



 

 

１１．売買契約の締結と売買代金の支払いについて 

（１）落札者と当組合は、落札の決定の日から７日以内（土日祝日を除く）に売買契約を締

結します。 

（２）落札者が契約期日までに契約を締結しない場合は、権利は無効となります。 

（３）売買代金を、契約締結後１４日以内（土日祝日を含む）に納付していただきます。 

（４）期日までに売買代金を納付しない場合、契約を解除します。 

（５）売買代金の納付は売買契約に記載の口座に振り込みいただきます。 

   なお、振込手数料は落札者の負担とします。 

（６）売買契約に要する費用については、すべて落札者の負担とします。 

１２．物件の引き渡し 

（１）売買代金が完納された後に、現状有姿で物件を引き渡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本入札に関する 

問い合わせ先 

住所：〒068-0007 岩見沢市７条東２丁目１３番地 

   北海道農業共済組合 道央空知センター 業務部総務グループ 

担当：有本、加納、杉本 

電話：0126-22-0137  FAX：0126-22-0142 

Ｅメール：dsora_soumug@nosai-do.or.jp 
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